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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法（平成11年法律第203号。以下

「産総研法」という。）第11条第３項に基づき、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以

下「研究所」という。）が、その保有する研究施設等のうち、事業者による新たな事業の開

拓に資するものを、新たな事業活動を行う者の利用（以下単に「利用」という。）に供する

ために必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 提供研究施設等 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成26年経済産業省令第

１号。以下「強化法施行規則」という。）第14条の25に掲げる研究開発に係る施設（土地

を含む。）及び設備（以下「研究開発施設等」という。）のうち別に定める研究所が保有

する土地、施設及び設備をいう。 

二 事業者 産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第21条の12により、新商品の開発又

は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新

たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うため、提供研究施設等を利用（鉱工

業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するものに限る。）する者

又は利用を希望する者をいう。 

三 利用料 貸付料、基本設備料、必要経費及び一般管理費をいう。 

（権限の委任） 

第３条 理事長は、この規程による権限を研究環境整備本部長に委任する。ただし、第５条第

５項、第７条、第８条及び第16条の規定によるものを除く。 



（提供研究施設等の事業者の利用） 

第４条 研究所は、提供研究施設等を、研究所の業務の遂行に支障のない範囲内で、事業者の

利用に供する（以下「提供」という。）ことができる。 

第２章 利用の方法 

（利用の方法） 

第５条 研究所は、提供研究施設等の提供を開始する場合、その利用の目的、内容、方法及び

時期並びに経済性等を考慮して、提供研究施設等の提供に最も適当と認められる者を、原

則、公募により選定するものとする。ただし、強化法施行規則第14条の25第６号に掲げる研

究開発施設等の一時的な利用に供する場合及び第９項に規定する場合は、公募によらず事業

者を選定することができる。 

２ 事業者は、鉱工業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するもので

あって、次に掲げる利用目的において提供研究施設等の利用を希望する場合は、別に定める

提供研究施設等利用申込書（以下「申込書」という。）を研究所に提出することで利用を申

し込むことができる。 

一 新商品の開発又は生産 

二 新たな役務の開発又は提供 

三 商品の新たな生産又は販売の方式の導入 

四 役務の新たな提供の方式の導入 

五 その他新たな事業活動 

３ 研究所は、前項の申込書が提出された場合、別に定める要件への適合を審査し、利用の適

否を決定する。 

４ 研究所は、提供研究施設等の利用の適否及びその利用に関し必要な条件を事業者に通知す

る。 

５ 研究所は、提供研究施設等の利用を適当と認めた場合は、事業者と有形固定資産等管理要

領（20要領第３号。以下「有形固定資産等管理要領」という。）第27条に基づき賃貸借契約

を締結する。また事業者と利用に関して必要な事項を定めた覚書を締結することができるほ

か、事業者に、研究所を受取人とする損害賠償保険契約等を締結させることができる。 

６ 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用期間満了の日の30日前までに当該

各号に掲げる書面を研究所に提出しなければならない。 

一 利用期間の延長を希望する場合 申込書 

二 利用期間の満了前に返還を行おうとする場合 別に定める提供研究施設等返還申出書 

７ 第３項から第５項までの規定は、前項第１号の申込書が提出された場合について準用す

る。 

８ 研究所は、第６項第２号の提供研究施設等返還申出書の提出を受けたときは、事業者にこ

れを確認した旨を通知する。 

９ 第１項ただし書の規定により公募によらず事業者を選定することができる場合は、次の各

号のいずれかに該当する場合とする。 

一 事業者の利用が、国等（国、独立行政法人、地方公共団体をいう。以下この項において



同じ。）から委託、助成決定、又は補助決定された事業を実施するものであって、事業の

応募等をする前に提供研究施設等の利用を研究所と協議した事業である場合（事業者と国

等との間で締結等される文書等により必要な事項を確認できる場合に限る。） 

二 事業者が、提供研究施設等に該当する土地、施設及び設備を他の規程等に基づき使用し

ている場合であって、当該使用の期間の終了後、引き続き本規程に基づく当該提供研究施

設等の利用を希望する旨の申し出があった場合（他の規程等に基づく使用により達成した

い目的等が、第５条第２項各号に規定する利用目的のいずれかと同等であると認められる

場合に限る。） 

（利用の停止又は中止並びに事実の公表） 

第６条 研究所は、提供研究施設等の管理上の必要から安全な利用の継続が困難と認める場合

又は天災事変その他の不可抗力によって提供研究施設等の利用の継続が困難となった場合

は、事業者に対して利用の停止を命ずることができる。 

２ 研究所は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、事業者に利用の中止を命

ずることができる。 

一 長期間にわたり提供研究施設等の利用の再開が困難であると研究所が判断するとき。 

二 研究所の信用を失墜させたとき、研究所の規程、規則等を遵守しなかったときその他の

利用の継続が困難であると認められる別に定める要件のいずれかに該当したとき。 

三 銀行取引が停止されたとき、破産手続きが開始されたときその他の事業者の経済的信頼

性が損なわれたと認められる別に定める要件のいずれかに該当したとき。 

３ 前項の場合において、研究所は、前項第二号又は第三号に該当すると判断したときには、

これらの事実を公表することができる。 

第３章 利用の条件 

（利用料等） 

第７条 研究所は、事業者に提供研究施設等を利用させるときは、利用料及びその他必要な費

用（以下「利用料等」という。）を徴収するものとする。 

２ 前項に規定する利用料等の算出方法に関して必要な事項は、別に定める。 

３ 事業者は、研究所から利用料等の請求を受けた時は、研究所が指定する日までに利用料等

を納付しなければならない。 

４ 研究所は、事業者から納付を受けた利用料を原則として返還しないものとする。ただし、

第６条に基づく中止を命じた場合は利用料の全部又は一部を返還することができる。 

（契約の解除） 

第８条 研究所は、第６条に基づく利用の中止を命じた場合、第５条に定める賃貸借契約を解

除する。 

（返還） 

第９条 事業者は、利用期間満了の日又は研究所から提供研究施設等の利用の中止を命ぜられ

たときは研究所が指定する日までに研究所に提供研究施設等を返還しなければならない。ま

た、返還にあたっては、研究所による現状の確認を受け、事業者の責により原状回復を行わ

なければならない。ただし、研究所と事業者との間で、同一の提供研究施設等に係る貸付期



間が連続した二以上の賃貸借契約がある場合における回復すべき原状は、別に定めのない限

り、初回の賃貸借契約で定める貸付期間開始日の原状とする。 

第４章 安全管理 

（労働安全衛生） 

第10条 事業者は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づいて労働基準監督署に必要

な届出等を行わなければならない。 

２ 事業者は、提供研究施設等の利用において労働災害の防止と労働者の安全と健康の確保に

努めなければならない。 

（防火、防災） 

第11条 事業者は、消防法（昭和23年法律第186号）に基づいて消防署に必要な届出等を行わ

なければならない。 

２ 事業者は、提供研究施設等の防火及び防災に努めなければならない。  

３ 事業者は、提供研究施設等の利用中に事故、緊急事態等が発生した場合は、速やかに研究

所に報告しなければならない。 

（許可申請、届出等） 

第12条 事業者は、提供研究施設等を利用する前及び利用中に法令、条例及び地方公共団体の

規則に定めのある必要な許可申請、届出等を行わなければならない。 

（修復等） 

第13条 事業者は、提供研究施設等を損傷し、汚損し又は研究所の建物等の環境を害した場合

であって、研究所が修復を命じたときは、修復又は金銭による賠償をしなければならない。 

第５章 その他 

（免責） 

第14条 研究所は、研究所の責めに帰さない事由により発生した事故により事業者が負う被害

又は損害に対する一切の補償を行わないものとする。 

２ 研究所は、第６条の規定に基づく利用の停止又は中止及び第８条の規定に基づく契約の解

除並びに事実の公表により生じた事業者の損害を賠償する一切の責任を負わないものとす

る。 

（製造物責任） 

第15条 研究所は、提供研究施設等を利用した事業による製造物及びその製造方法の一切の責

任を負わないものとする。 

２ 研究所が事業者の提供研究施設等の利用に伴う製造物及びその製造方法のために損害を負

った場合は、事業者は、その額を研究所に賠償しなければならない。 

（その他手続等） 

第16条 その他、提供研究施設等の事業者の利用に関し必要な事項及び手続の細目について

は、別に定める。 

２ この規程に定めるもののほか、提供研究施設等の利用に関し賃貸借契約の必要な事項及び

手続きについては、有形固定資産等管理要領の定めるところによる。 

 



附 則 

この規程は、令和３年10月１日から施行する。 

附 則（令05規程第20号・一部改正） 

この規程は、令和５年10月１日から施行する。 

 


